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審議会等の会議の公開等に関する要綱 

制定 令和５年６月１日施行  

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、松戸市情報公開条例（平成１３年松戸市条例第３０号。以下

「条例」という。）第３２条の規定による審議会等の会議の公開に関し、法令、条

例等その他の規程に特別の定めがある場合を除くほか、審議会等の会議の開催、結

果等に係る標準的な事務処理方法等について定めるものとする。 

 

（対象とする審議会等） 

第２条 条例第３２条の審議会等（以下「審議会等」という。）とは、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項、地方公営企業法（昭和２７年

法律第２９２号）第１４条その他の法令の規定により附属機関として設置されるも

の並びに規則、要綱等により設置される審議会、委員会、協議会等で市民、学識経

験者等を構成員とするものをいう。 

 

（会議の非公開の決定） 

第３条 条例第３２条ただし書の規定による会議を公開しない旨の決定は、次の各号

に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める時期に、同条各号の該当性に基づき、

審議会等の長が、当該審議会等に諮って行うものとする。この場合において、審議

会等は、会議を公開しない旨の決定をした理由を明らかにするものとする。 

⑴ 審議会等を新たに設置した場合 初回の会議開催時 

⑵ 委員の委嘱・任命替えがあった場合 当該委嘱・任命替え直後の会議開催時 

２ 審議会等の庶務を処理する所属の長（以下「所管課長」という。）は、前項各号

に定める時期前に、条例第３２条各号の該当性に基づき、会議を公開しない旨の決

定を行う必要があると認めるときは、所管課長において会議を公開しない旨の決定

をすることができるものとする。この場合において、所管課長は、会議を公開しな

い旨の決定をした理由を明らかにするとともに、決定後に開催される審議会等にお

いて、公開しない旨を決定したこと及びその理由を説明し、審議会等の承諾を得る

ものとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、審議会等又は所管課長は、会議ごと又は審議案件ご

とに条例第３２条各号の該当性に基づき、会議を公開しない旨の決定することがで

きる。 

４ 第１項後段及び第２項後段の規定は、前項の決定について準用する。 

 

（会議の公開決定等の報告） 

第４条 所管課長は、所管する審議会等が前条第１項の決定をした場合には、当該審
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議会等の会議の公開、非公開の取扱いに関する事項を記載した会議の公開・非公開

決定報告書（第１号様式）を作成し、行政資料センターに備え置くものとする。た

だし、前条第１項第２号による決定をした場合において、その決定が従前の決定と

同一の場合は、この限りでない。 

 

（会議の公開の方法等） 

第５条 審議会等の会議の公開は、会議の傍聴を希望する者に当該会議の傍聴を認め

ることにより行うものとする。 

２ 審議会等は、会議を公開する場合には、あらかじめ傍聴を認める定員を定め、会

場に傍聴席を設けるものとする。 

３ 審議会等は、会議を公開するに当たっては、当該会議に付する会議資料を傍聴者

の閲覧に供し、又は傍聴者に提供するものとする。ただし、当該会議資料に条例第

７条各号に掲げる情報のいずれかが記録されている場合は、この限りでない。 

４ 審議会等は、会議を公開するに当たっては、会議が公正かつ円滑に行われるよう

傍聴に係る遵守事項等を定め、会議開催中における会場の秩序維持に努めるものと

する。 

５ 審議会等は、会議に関する報道機関の取材に対して十分配慮するものとする。 

 

（会議の開催の周知） 

第６条 審議会等は、会議を開催するに当たっては、会議を開催する旨を周知するも

のとする。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じたとき又は当該会議を非公開

で開催する場合は、この限りでない。 

２ 前項の会議を開催する旨の周知は、所管課長が、会議の開催に係る事項を記載し

た会議開催のお知らせ（第２号様式）を作成し、当該会議の開催予定日の概ね１週

間前までに、行政資料センターに備え置くことにより行うものとする。 

３ 所管課長は、前項の規定による周知のほか、市の広報紙への掲載、市のホームペ

ージへの掲載その他の効果的な方法により、会議の開催について周知に努めるもの

とする。 

 

（会議開催結果の報告） 

第７条 所管課長は、会議終了後速やかに、当該会議の結果の概要を記載した会議の

開催結果（第３号様式）を作成し、会議資料（第５条第３項に規定するものをい

う。）とともに、行政資料センターにおいて市民の閲覧に供するものとする。 

 

（会議録の作成） 

第８条 審議会等は、会議終了後速やかに、会議録を作成しなければならない。 

２ 審議会等は、会議録を当該会議における発言内容、審議経過等について市民が十
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分に理解できるような形式とするよう努めるものとする。 

３ 所管課長は、公開した会議の会議録の写しを行政資料センターに備え置き、市民

の閲覧に供するものとする。 

 

（運用状況の取りまとめ） 

第９条 所管課長は、毎年１回、所管する審議会等の会議の公開に関する実施状況を

文書管理課長に報告するものとする。 

 

（補則） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

 

附  則 

１ この要綱は、令和５年６月１日から施行する。 

２ 審議会等の会議の公開に関する要綱（平成１４年４月１日施行）は、廃止する。 
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第１号様式（第４条関係） 

 

 

 

会議の公開・非公開決定報告書 

 

 

１ 審 議 会 等 の 名 称 
 

 

２ 事務局（所管課名） 
 

 

３ 審議会等の所掌事務 

 

 

 

 

 

 

 

４ 公開・非公開の別         公開 ・ 一部公開 ・ 非公開 

５ 公開・非公開の決定日       年  月  日 

６ 非 公 開 の 理 由 等 

（非公開とする所掌事務の内容及び非公開とする理由） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 備 考 
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第２号様式（第６条第２項関係） 

 

 

 

会議開催のお知らせ 

 

 

１ 会 議 名 

 

 

 

２ 議 題 

 

 

 

 

 

３ 開 催 日 時 年  月  日（ ）    時から 

４ 開 催 場 所 
 

５ 公開・非公開の別 

（非公開の理由） 

 

 

 

 

 

６ 傍 聴 定 員 
 

 

７ 傍聴手続の方法 

 

 

 

８ 問 い 合 わ せ 先 （所管課名）        （電話番号） 

９ そ の 他 
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第３号様式（第７条関係） 

 

 

 

会議の開催結果 

 

 

１ 会 議 名 

 

 

 

２ 開 催 日 時 年  月  日（ ）  時  分から 

３ 開 催 場 所 
 

 

４ 会 議 の 概 要 

 

 

 

 

 

 

 

５ 公開・非公開の別 

（非公開の理由） 

 

 

 

 

 

６ 傍 聴 人 数 
 

 

７ 所 管 課 名           （電話） 

８ 備 考 

 

 

 

 

 

 
  


